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資料４ 

 

会議の公開に関する運営要領について 

 

武蔵村山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する指針第８条の規定に基づき、武蔵

村山市廃棄物減量等推進審議会の会議の公開に関する運営要領を定めている。 

 

○武蔵村山市廃棄物減量等推進審議会の会議の公開に関する運営要領 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、武蔵村山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する指針（平

成１９年６月１１日市長決裁。以下「会議公開指針」という。）第８条第２項の規定に

基づき、武蔵村山市廃棄物減量等推進審議会の会議の公開に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

 （会議の公開） 

第２条 会議は、非公開情報に係る審議を除き、公開する。 

 （非公開情報の承認） 

第３条 会長は、会議公開指針第４条第３項の規定により非公開情報として取り扱うこ

とと決定したものがあるときは、会議の開会前に、庶務担当課長にその理由を説明さ

せ、委員の承認を受けるものとする。 

２ 前項の承認は、出席委員の合議により行うものとし、合議が整わないときは、出席

委員の過半数で決するものとする。 

 （会議の一部公開） 

第４条 会議の一部を公開するときは、まず非公開情報以外の情報に係る審議を行い、

当該審議の終了後、傍聴者を退席させた上で非公開情報に係る審議を行うものとする。 

 （傍聴の許可） 

第５条 会長は、会議の開会前に、会議公開指針第５条第２項の規定による許可を行う

ものとする。 

２ 会長が前項の許可をしたときは、庶務担当課長は、会議においてその旨を報告する

ものとする。 

 （委任） 

第６条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 

 

 

（参考）会議録等の公表 

武蔵村山市廃棄物減量等審議会の会議録（要旨）及び会議資料については、武蔵村山市

附属機関等の会議及び会議録の公開に関する指針第１２条第１項の規定に基づき、市ホー

ムページ及び市政情報コーナーにおいて公表する。 
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○武蔵村山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する指針 

（平成１９年６月１１日市長決裁） 

 （趣旨） 

第１条 この指針は、武蔵村山市附属機関等の設置及び運営に関する指針（平成１８年１０

月１１日市長決裁。以下「設置運営指針」という。）第１１条第２項及び第１３条第２項

の規定に基づき、武蔵村山市における附属機関等の会議（以下「会議」という。）及び会

議録の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語） 

第２条 この指針において使用する用語は、設置運営指針において使用する用語の例による。 

 （会議の公開の可否） 

第３条 会議の公開の可否は、附属機関等の長（以下「議長」という。）が会議に諮って決定

する。 

 （会議の非公開） 

第４条 前条の規定により会議を公開することと決定した場合であっても、非公開情報（設

置運営指針第１１条第１項ただし書に規定する場合に該当する情報をいう。以下同じ。）

を審議する会議は、公開しない。 

２ 一の会議で、非公開情報と非公開情報以外の情報を審議するときは、非公開情報以外の

情報の審議に限り公開するものとする。 

３ 前２項の場合において、一の情報を非公開情報として取り扱うことの可否は、議長があ

らかじめ会議の庶務を処理する課又はこれに相当する組織の長（以下「庶務担当課長」と

いう。）と協議して決定するものとする。 

４ 議長は、前項の規定により一の情報を非公開情報として取り扱うことと決定したときは、

当該決定に係る非公開情報を審議する会議において、庶務担当課長をして当該情報を非公

開情報として取り扱う理由を説明させ、当該決定について当該附属機関等の委員の承認を

受けるものとする。 

 （会議の公開の方法） 

第５条 会議の公開は、これを傍聴させることにより行う。 

２ 会議を傍聴しようとする者は、会議の開始時間の１０分前までに、附属機関等の会議の

傍聴申込書（第１号様式）により議長の許可を受けなければならない。 

３ 議長は、会議を傍聴しようとする者が武蔵村山市議会傍聴規則（昭和５５年武蔵村山市

議会規則第２号。以下「市議会傍聴規則」という。）第６条各号のいずれかに該当すると

きを除き、前項の許可をしなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、議長は、会議を開催する場所の収容能力を超える傍聴の申込

みがあったときは、当該収容能力を超える申込みについて、同項の許可をしないことがで

きる。 

５ 前項の場合における第２項の許可は、原則として申込みの順序によるものとする。 

 （会議次第の配布等） 
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第６条 議長は、会議の傍聴の許可を受けた者（以下「傍聴者」という。）に会議の議題を記

載した会議次第を配布する。 

２ 傍聴席は、原則として椅子のみとする。 

 （傍聴者の遵守事項等） 

第７条 傍聴者は、市議会傍聴規則第７条に掲げる事項を遵守しなければならない。 

２ 傍聴者は、議長が会議に諮って許可した場合を除き、写真、映像等を撮影し、又は録音

してはならない。 

３ 議長及び庶務担当課長は、前２項の規定に違反する傍聴者があるときは、必要な指示を

するものとする。 

４ 議長は、前項の指示に従わない傍聴者があるときは、これを退席させることができる。 

 （会議公開運営要領の制定） 

第８条 議長は、第３条の規定により会議を公開することと決定したときは、会議に諮って

会議の公開に関する運営要領を定めるものとする。 

２ 前項の運営要領は、第２号様式に準じて定めるものとする。 

 （会議開催情報の公表の方法） 

第９条 設置運営指針第１２条の規定により会議の開催日時、開催場所、議題等を公表する

ときは、庶務担当課長は、会議の開催情報（第３号様式）を市政情報コーナーに備えると

ともに、その概要を市ホームページに掲載するものとする。 

２ 前項の規定による会議の開催情報の公表は、会議の開催日の１週間前までに行わなけれ

ばならない。ただし、緊急に会議を開催するときは、この限りでない。 

３ 第４条第１項又は第２項の規定により、会議を非公開とし、又は会議の一部を公開する

ときは、庶務担当課長は、第１項の規定による公表に際し、その旨及びその理由を示すも

のとする。 

 （会議録の作成） 

第１０条 会議録の作成は、次に掲げるところによる。 

⑴ 第４号様式に準ずること。 

⑵ 審議経過がわかるように、主な意見等を簡潔に記載すること。 

⑶ 発言者の氏名（職名その他発言者を識別できる情報を含む。以下同じ。）は、記載し

ないこと。ただし、発言者の氏名を公にしても、率直な意見の交換及び意思決定の中立

性が不当に損なわれるおそれがないと認める場合であって、かつ、会議において承認を

受けたときは、この限りでない。 

 （会議録の承認） 

第１１条 会議録は、当該会議録に係る会議の開催日以後１か月以内に、会議において承認

を受けて確定するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内に会議を開催する予定がないときその

他同項の規定により難いときは、当該会議録に係る会議に出席した附属機関等の委員全員

の承認を受けることにより、同項の承認に代えることができる。 
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 （会議録等の公表） 

第１２条 会議を公開により開催したときは、当該会議の会議録の全文又は概要及び会議資

料を市ホームページに掲載し、及び市政情報コーナーに備えるものとする。ただし、次に

掲げる会議資料は、市ホームページに掲載しないことができる。 

 ⑴ 電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することがで

きない方式をいう。）で作成していないものその他市の使用に係る電子計算機に記録され

ていないもの 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、市ホームページに掲載しないことに合理的な理由があるも

の 

２ 非公開により開催された会議の会議録の公開の手続は、武蔵村山市情報公開条例（平成

１８年武蔵村山市条例第２０号）第２章第１節に定めるところによる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この指針は、平成１９年７月１日から施行する。 

 （審議会等の会議の公開に関する基本方針等の廃止） 

２ 次に掲げる規程は、廃止する。 

⑴ 審議会等の会議の公開に関する基本方針（平成１０年１０月６日市長決裁） 

⑵ 審議会等の会議の公開に関する実施指針（平成１１年１月１２日市長決裁） 

⑶ 審議会等の会議の公開に関する実施指針の運用方針（平成１１年１月１２日市長決

裁） 

 （経過措置） 

３ この指針の施行の際、現にこの指針による廃止前の審議会等の会議の公開に関する実施

指針の運用方針第４項の規定に基づいて制定された審議会等の会議の公開に関する運営

要領は、第８条第１項の規定に基づいて制定されたものとみなす。 

   附 則（平成２０年４月９日市長決裁） 

 第１条の規定による改正後の武蔵村山市附属機関等の設置及び運営に関する指針第１３条

の規定並びに第２条の規定による改正後の武蔵村山市附属機関等の会議及び会議録の公開に

関する指針第１２条第１項及び第２項の規定は、この指針の施行の日以後に作成する会議録

から適用する。 

 

様式 －略－ 
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（参考１） 

○武蔵村山市附属機関等の設置及び運営に関する指針 - 抄 - 

 （会議の公開） 

第１１条 附属機関等の会議（以下「会議」という。）は、公開する。ただし、武蔵村山

市情報公開条例（平成１８年武蔵村山市条例第２０号）第８条各号のいずれかに該当す

る情報を取り扱うとき、又は会議を公開することで公正かつ円滑な議事運営に著しい支

障を及ぼすおそれがあるときは、会議を公開しないことができる。 

２ 会議の公開に関する手続は、市長が別に定める。 

 （会議開催情報の公表） 

第１２条 会議が開催されるときは、市長等は、あらかじめ、市政情報コーナー、市のホ

ームページ等で会議の開催日時、開催場所、議題等を公表するものとする。 

 （会議録等の公表） 

第１３条 会議が公開により開催されたときは、市長等は、その会議録（以下「会議録」

という。）の全文又は概要及び会議資料（審議に必要な資料として配付するものをいう。

以下同じ。）を公表するものとする。 

２ 会議録の作成、公表等に関して必要な事項は、市長が別に定める。 
 

 

（参考２） 

○武蔵村山市議会傍聴規則 - 抄 - 

 （傍聴できない者） 

第６条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。 

 ⑴ 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物を携帯している

者 

 ⑵ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者 

 ⑶ はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼツケン、ヘルメツトの類を着用し、又は携帯し

ている者 

 ⑷ ラジオ、拡声器、無線、マイクの類を携帯している者 

 ⑸ 笛、ラツパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者 

 ⑹ 酒気を帯びていると認められる者 

 ⑺ 前各号に定めるもののほか議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認

められる者 

 （傍聴人の遵守事項） 

第７条 傍聴人は、傍聴席においては次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ 会議中は、みだりに席を離れないこと。 

 ⑵ 特別な場合を除くほか、帽子、えり巻などを着用しないこと。 

 ⑶ 飲食や喫煙をしないこと。 

 ⑷ 会議における討論などに対して、賛否を表明したり拍手をしないこと。 

 ⑸ 私語、談笑などを慎むこと。 

 ⑹ 決められた出入口以外からは、出入りしないこと。 

 ⑺ 前各号に定めるもののほか、会議の議事進行を妨げ、又は品位を傷つける行為をし

ないこと。 
 

 


